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□ 内部・外部評価の現状 

 □ 教育委員会評価（１） 

  ■ 学校教育関係者－－－－－－－－－－－－－－Ｐ．３ 

      ■ 社会教育関係者－－－－－－－－－－－－－－  ７ 

      ■ 事務局職員－－－－－－－－－－－－－－－－  ８ 

 

 □ 教育委員会評価（２） 

  ■ 学校教育関係者－－－－－－－－－－－－－－Ｐ．12 

      ■ 事務局職員－－－－－－－－－－－－－－－－  14 
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  ■ 学校教育関係者－－－－－－－－－－－－－－Ｐ．16 

      ■ 社会教育関係者－－－－－－－－－－－－－－  19 

      ■ 事務局職員－－－－－－－－－－－－－－－－  23 
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  ■ 評価総括 
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えりも町教育行政評価の概要について 

 

１ 教育行政評価制度の概要 

  平成 19年６月に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正され、効果的 

な教育行政の推進と住民への説明責任を果たしていくため、教育委員会が、 

① 毎年 

② 教育委員会の事務の管理執行状況について 

③ 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図りつつ点検評価を行うこととし 

④ 報告書を作成し議会に提出するとともに、公表しなければならないこと 

が規定されました。 

  具体的な点検評価の項目については、各教育委員会が独自の判断で決定することとなります。 

  えりも町で 24年度まで教育委員会事務局職員による内部評価を行い、議会に報告書を提出し、 

町ホームページで公表しておりましたが、本年度から、学識経験者等の評価委員による点検評 

価を実施することといたしました。 

 

２ えりも町教育委員会の点検・評価の目的及び評価方法 

 (1) 目  的 

   えりも町教育委員会は、法の趣旨に則り、各学校評価や事務事業の執行状況について点検

及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層

の推進を図ろうとするものです。 

 (2) 評価項目の設定 

  ア 学校評価 

教育行政執行方針に基づく 25年度の取組、その他重要と思われる内容 

  イ 教育委員会事務局の評価 

教育行政執行方針や各課分掌事務等に基づく業務内容 

 

３ 点検・評価の手順 

 (1) 内部評価 

   学校教育課及び社会教育課職員において、その所管する評価項目について事業調書を作成 

し、内部評価を実施しました。 

 (2) 外部評価 

   学校関係者、社会教育関係者による外部評価を行いました。 

   ※学校関係者：小・中・高の校長 

   ※社会教育関係者：社会教育委員、スポーツ推進委員 

 (3) 評価委員評価 

   内部評価及び外部評価でまとめられた各評価項目について、評価委員３名による最終評価

を行いました。 
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４ 評価項目及び評価点 

 (1) 評価項目（詳細別掲） 

  ア 教育委員会評価(1) 

    教育行政執行方針の内容について 

  イ 教育委員会評価(2) 

    教育行政執行方針以外の学校の指導事項評価 

  ウ 教育委員会評価(3) 

    事務局の事務処理と執行状況 

 (2) 評 価 点 

   ５段階評価としました。 

１（十分でない） 

２（やや十分といえない） 

３（どちらとも言えない） 

４（概ね十分である） 

５（十分である） 
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平成２５年度 えりも町教育行政評価にかかわる総括 

 

 

１ 評価総括 

(1) 教育行政執行方針にかかわる評価については、概ね高い評価を得ている。また、職員は全 

体的に自らを厳しく評価している。このことは、仕事に対する到達目標が高いことを示して 

おり、今後、業務等の工夫・改善に向けた職員の一層の意欲を期待する。 

 

(2) 説示等に示された小・中・高等学校の項目については、着実に各学校が進めていることが 

うかがわれるなど、学校の意識改革が図られていることが見取れる。 

 

(3) 事務局業務の評価については、概ねよい評価となっているが、社会教育の中期計画の部分 

では、一部に検討を要する項目が見られる。 

 

(4) ２５年度から具体的な評価項目を位置付けた評価が実施された。具体的には、学校教育で 

は、校舎内禁煙、フッ化物洗口、服務勤務の宣誓の取組、車両業務、社会教育では、猿留山 

道、放課後児童クラブ、ピリカノカ、会議等の業務で多くの成果が生まれたこと、また、事 

務局では、週に一度の全体朝会、各課の打合せ、接遇（電話応対、身だしなみ等）、復命、素 

早い対応、深夜業務の解消、フッ化物洗口の業務、教育扶助や就学援助の業務等、職員の積 

極的な姿勢がうかがわれ、高く評価することができる。 

特に、学校教育では、これまで通知やその他事務処理の対応が遅滞しているケースでの苦 

情などがみられたが、通知発出の改善（メール送信）、素早い事務処理対応等により、学校か 

ら高い評価を得たことは、大きな成果といえる。 

 

(5) 評価尺度については、評価が個人内評価となったため、項目によっては、評定に差が出て 

いる項目も見られる。次年度については、学校教育、社会教育、事務局に対して、およその 

目安を示すなどの工夫が必要である。 

 

(6) ２５年度から取り入れた、具体的な項目による評価により、職員の意識改革に結び付いて 

いる。 

 

２ 評価方法について 

(1) 教育委員会評価は、平成２５年度教育行政執行方針の学校教育、社会教育、事務局の各業 

務等の内容について評価している。さらに、学校教育関係については、その他に説示等で示 

した具体的な取組を評価項目としている。また、事務局については、学校教育課、社会教育 

課の業務内容を評価項目として位置付けている。 

   今後も同程度の評価者が適当である。 

 



36 

 

(2) 平成２５年度は、具体的な評価が初年度であることから、今後、平成２５年度を含めて３ 

年間継続し、その後、評価方法等について検証する。 

 

３ 評価者の構成について 

(1) 評価者の構成は、外部評価者として、学校教育は各学校長（７名）、社会教育は社会教育委 

員９名（体育振興に係る項目は、スポーツ推進委員６名も加わる。）となっている。 

 

(2) 学校教育の内部評価（事務局員の評価）については、事務担当であることなどから、評価 

が難しい状況にある。したがって、平成２６年度からは、一部内部評価として、外部評価を 

位置付けることが望ましいと考える。 

 

４ 評価の活用について 

分析の結果を踏まえ、平成２５年度の成果と課題をしっかり捉えて、平成２６年度の教育行 

政執行方針並びに説示、事務業務内容に生かすこととする。 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 

 

えりも町教育行政評価委員名簿 

 

（任期：平成25年８月27日～平成27年３月31日） 

氏     名 住  所 備        考 

田 中 淳 一 笛  舞 学校教育関係者（校長会） 

川 﨑 尚 子 えりも岬  社会教育関係者（社会教育委員） 

神子島 清 八 新  浜 学識経験者 

 

 

 

 


